
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

＜説明会を開催するにあたって・・＞ 
ここ数年、PTA本部役員、各委員含め立候補で埋まることがありませんでした。毎年抽選で役員を選出していましたが、思うように 

活動に参加できない(参加しない)など、賛否ご意見がありました。また強制的な選出になっているのも事実です。 
熊谷校長先生に「抽選で決めるのでなく、活動できる人で運営できる PTA活動が望ましいのでは？」と、ご意見をいただき、PTA

活動の抜本的な改善をしようと特別委員会で話し合っています。 
途中経過ではありますが皆さまに報告・説明させていただき、多様なご意見を聞かせていただければと、説明会を開催いたします。 

PTA 活動は、自分の子どもたち、そして子どもたち生活する環境である学校を支える活動となっております。強制して活動するのでは 
なく、自主的に活動できるような PTA を目指していきたいと思っております。 
                                                来期 PTA 改善特別委員会 

来期 PTA 説明会資料 
 

令和 4 年１１月２３日（水・祝日） 
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＜現状 PTA組織図＞ 
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主な業務一覧 
役員会 会長 1名（渉外２名）副会長・書記・会計 各２名 

定例会・・・月 1回対面で開催 

※各役職業務は PTA活動のしおり参照 

運営委員会 月 1 回対面で開催 

会計監査 ・年二回の定期監査 

学年学級委員 ・学年懇親会の開催 

・PTA 総会 手伝い 

・学援隊のシフト組み 

・スポーツフェスタ お 手伝い 

・どんちゃかまつり運営・開催 

・講習会開催（任意） 

・学習支援サポーター 

広報委員 ・広報誌「せせらぎ」立案・取材・発行 

・スポーツフェスタお手伝い 

・どんちゃか通信発行 

・どんちゃかまつりお手伝い 

・指名委員補助等 

指名委員 ・役員選出 

・委員選出補助 

校外委員 ・スクールゾーン 

・ 防犯対策協議会の開催 

・各地区班の編成 

・防犯パトロール班の管理・編成・資料作成 

・「こども１１０番のいえ」の募集および管理 

・資源回収場所の見廻り 

 
  

学  校 地域学校協働本部 
※学習支援サポーター等 

1



＜来期以降 PTA組織図＞ 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

主な業務一覧 

PTA 運営 

委員会 

日 P・市 P・区 P→脱退予定 

あて職関係→内容をみて選択 

会長・渉外など代表制度廃止 

運営とりまとめ 2 名以上 

会計２名以上 

学習支援とりまとめ２名以上 

校外サポーターとりまとめ２名以上 

定例会・・・必要な時に開催 その際対面限らず 

オンライン・書面など選択 

校外サポーター パトロール部門 

・学援隊 校外パトロール 

※シフト組は行わない方向 

安全管理部門 

・子ども 110番 

・スクールゾーン防犯対策協議会 

※今までより業務簡略化します 

学習支援 

サポーター 

先生から依頼のあった授業の学習支援を 

見守り・サポート 

※地域学校協働本部と連携して卒業生保護者

も活用 

広報サポーター 先生紹介号は学校で発行 

PTA 活動の可視化 

※希望する人がいない場合は活動なし 

各種サポーター 学校から依頼のあった活動のサポート 

各種イベント どんちゃかまつり等のイベントは 

立ち上げたい人が企画し、学校に承認してもら

い実行ができるようにする 

 

  

学習支援サポーター 

 

 ・会計 

・学習支援サポーターとりまとめ 

・校外サポーターとりまとめ 

・その他とりまとめ 

学習支援サポーター 

各種サポーター 

学  校 

校外サポーター 

・パトロール部門 

・安全管理部門 

連携 

広報サポーター 

各種イベント 

PTA会員 

保護者・教職員 

～できる人ができるときにできる活動を～ 

地域学校 
協働本部 

総 会 
おやじの

会 

えだわん PTA 運営委員会 
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＜区 P・市 Pからの脱退＞ 

単 Pが任意加入であるのと同時に、区 P・市 Pに関しても任意加入です。 

これまで当たり前のように継続して加入し、本部役員は様々な区 P・市 Pの輪番での

活動を全うしてきました。 

当たり前の活動をもう一度見直し、単 Pとしての脱退が問題ないか、と 

学校へも脱退したことで学校側や子どもたちへのデメリットがないか調査したとこ

ろ、以下の回答が寄せられました。 

 

区 P・市 Pの加入のメリット 

・学校・区をまたいだ情報交換・情報共有 

・学校・区をまたいだ活動（三行詩コンクール・写生大会など） 

・各種保証制度（こども総合保険） 

 

区 P・市 Pの脱退のデメリット 

・任意の子ども総合保険に加入できなくなる 

 

＜あて職について＞ 

PTAには PTAの活動のほかに様々な団体のあて職としての活動があります 

学援隊隊長 

荏田南中学校区学・家・地連 委員 

キッズ評議会理事 

荏田東こどもクラブ運営委員会会計監査 

鴨池公園こどもログハウス委員会会長 

ログハウス運営委員会委員長 

地域学校協働本部副代表 

文化スポーツクラブ委員・会計監査 

けやきが丘住宅理事会防犯委員 

 

 

 

 

このことから、区 P・市 Pから脱退をしても問題がないと判断を 

行いました。つきましては、区 P・市 Pからの脱退を、臨時総会で皆様

から承認を得たあとに予定しております。 

しかしながら、南中学区の学校との連携は子ども・学校としの 

成長には必要だと思い、南中学区の各学校との連携は引き続 

き継続していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

これらの関しても、各関係各所と調整しなるべく減らして 

いきたいとおもいます。 
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＜増減する業務一覧＞ 

●役員会・運営委員会 

 

 

  

項目 現状  改善点・対処法など 備考 

担当職務の撤廃 会長（渉外）・副会長・書記ごとの担当業務 代表含め役職の撤廃。 

人数に関してもその年度の人数にあわせて活動を行う 

会計は銀行名義が関わるので 

現状のまま 

定例会の開催 

 

役員会・運営委員会各月１回の開催 校外・学習支援などを運営とりまとめにいれることで 

役員による各委員との調整がなくなると同時に 

定例会開催回数も少なくできる 

→定例会は議題があるときのみで、オンラインや書面での開催を 

可能にする 

 

会長 

副会長 

書記 

※PTA 活動のしおり参照 ・市 P 区 Pからは脱退し、輪番での業務が減少 

・会長あて職関係は各団体と調整し減少させる 

・定例会を減らすことでアジェンダ・議事録減少 

・学習支援と校外のとりまとめを運営にいれることで、各委員 

との調整業務の負担減少 

 

PTA 会員管理 

（転出入管理） 

会員のデータ化・役員・委員の管理 ・毎年度提出の PTA入会届のファイリング 

・加入会員を学校側に提出業務が追加 

・新入生・転出入含む会員管理業務追加 
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●学年学級 

どんちゃかまつり ・役員と企画・実施 

・どんちゃかまつり実行委員会、会議等 

・サポーター募集 

・企画書、配置図、など作成 

・事前準備に時間がかかる 

・オープニング開催 

・安振会助成金あり 資料を作成、提出 

役員・学年学級関与せず有志で企画実行 

・助成金申請をなくし参加希望者を募り 

参加費などで予算を組む 

・企画書（HP 掲載）使用用意して学校に提出、学校許可が

おりたら実施 

  

学校保健委員会 ・学校保健委員会 委員長が総会出席 ・本部（とりまとめ）が出席   

学年費の監査 ・各学年の委員が担当 ・本部（とりまとめ）会計が担当   

1 年生懇親会 ・外部の飲食店で実施（以前）今年は学校内で実施 ・必要ならば校内で本部（とりまとめ）が実施   

学援隊については、校外委員のパトロール担当に業務移管 ※校外委員の項目参照 

 

 

学年学級委員としての仕事がなくなる・・・・学年学級委員改め学習支援サポーターとする。 

委員からサポーター登録方式になることで多くの保護者が集まってくれることに期待。 

学習支援 地域学校協働本部がとりまとめ、年度初めに登録してもらった学

習支援サポで調整  

※学習支援の依頼はたくさんあるも、事前登録のサポーターでは

足りない場合が多い 

→子どもたちの授業の手伝いは保護者がすべきでは 

先生との調整、サポーターへの連絡→本部とりまとめ  

学習支援が担当 

※地域との交渉・アポとり・卒業生保護者参加などは 

地域学校協働本部が担当するので、連携業務になる 

 

  

 

●指名委員 

役員選出 ・10 月から役員立候補受付  

 立候補がいなければ 11 月に抽選 

・2 月の PTA 総会にて役員承認 

・抽選を廃止→指名委員廃止 

・次年度から毎年提出 

→本部業務に移行 

 

PTA 入会届 ・意向確認、入会届はなし 

・PTA 会費は学年費と同様引き落とし 

・転入生はその都度・新入生入学説明会、入学式 

→本部業務に移行 

 

 

 

抽選での役員選出がなくなる…指名委員廃止 
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●広報委員 

せせらぎ 

学校紹介号発行 

 

・先生方、運営委員の写真撮影・発行 広報誌としては残さないが、学校渉外号は印刷にて発行 

※学校側で発行 

※余力がある年はとりまとめで発行 

 

その他行事撮影  とりまとめ・学習支援サポで撮影  

 

 

広報委員としての業務がなくなる…広報委員廃止 

ただし、その年に広報をやりたいという人がいるのなら年度ごとに活動してもいいのでは？ 

※委員会ではなく本部（とりまとめ）で広報担当をつくり本部の活動内容など発信。多くの保護者に活動内容を知ってもらい参加しやすい環境にする。 

 

●校外委員 

①パトロール部門  ※学援隊活動を学年学級から校外委員のパトロール班に担当変更 

防犯パトロール ・地区ごと班編成の為住所管理のため名簿作成が必要 

・地域ごとに日程を組む 

・個人宛に手紙の配布 

・班長が日程調整し班員に連絡 

・パトロール報告 

・地区ごとではなく各自で継続 

 防犯パトロール中の札を自転車につけるなど各自自主的に 

行う 

  ↓ 

 新年度はじめ・夏休みあけなど重点的に。重要な場合には 

メール配信にて各自 頻度をたかめてもらうよう依頼 

・パトロール報告は不要になる 

・防犯ベストは無くても問題なし 

 学校行事等でベストの使用をしないよう 

 学校確認→OK 

学援隊 

（全体） 

・「よこはま学援隊」（一定の条件を満たす学校ボランティア団体）

に登録。活動費の支援 

現状 ※特例型 9万円の補助金 

・学援隊で使用する青コピー用紙のみ 補助金を使用 

・昨年はビブス購入 

→ 一般型に変更することで書類等の作成の負担を減らす 

・支援金が学校への予算配当になる 

（消耗品費のみ）必要なものは学校に依頼 

学校側の負担になるので要相談→了承済み  

※学援隊は①一般型②特例型がある 以下条件 

＜活動時間＞ 

①概ね 1日 30以上かつ週 1 日以上 

②概ね 1日 2 時間以上かつ 

 週 1日以上（年間 30 日以上） 

＜支援金額＞ 

①上限 45000 円②上限 90000円 

＜申請書類＞ 

②の場合見積もり、活動計画、規約 

役員名簿、活動内容がわかる書類が必要 

必要な提出書類等が多く 負担も大きい 

・モーニング隊 

・おかえり隊 

・学年ごとシフトを組み 1 週間のうち活動できる日に参加 

・お茶は PTA会費より 

→シフト組みをおこなわず。学年ごとに 1 か月単位で活動 

できる日に各自参加  

こどもの安全面、地域の方々（みまもり隊） のご協力も

あるため継続が好ましい 

・えだわん隊 ・学年ごとシフトを組む ・モーニング隊と同じように学年ごと 1か月中で都合が 

いい時に参加  

知り合い同士で参加など、活動がしやすくなる。 

人数に偏りがないよう分配などは要相談 
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②安全管理部門 

子ども 110番 ・1 年に 1 度住人確認を兼ね挨拶 

・書類をポストイン 

・110 番プレート確認 

・あいさつ文、書類などすべて郵送 

・110 番プレート確認方法、検討 

・新規→在校生、フォームやメール申し込み 

・継続→郵送 

・退会→郵送。フォーム等からの申し出で処理 

スク対 

（スクールゾーン・ 

防犯対策協議会） 

・6 月開催にあわせて１～2 月頃保護者、・地域の方々 

 向けにアンケート実施 

・協議会に合わせて要望書作成 

・協議会は対面のため近隣の方に呼びかけや準備 

・6 月ではなく秋頃に変更できるよう申請 

・対面から書面に移行 

・アンケートを 4 月以降に変更が可能 

（新 1 年生の保護者が集団登校時などに気が付ける） 

・何か気づいた時のみ知らせてもらう 

＜地域振興課よりアドバイス＞ 

・少人数の体制でもできる範囲での活動の継続を。 

 1 度やめてしまうと再開は大変 

・対面から書面に移行 

・要望書の省略化 （要点のポイント、写真だけなど） 

資源回収 ・地域ごと随時見回り 

・年末年始のおしらせを回収場所に貼る、年始に回収 

・お知らせを貼る年末年始のみ見回り ・回収されていない場合業者の電話番号が貼ってあるの

で、本人または周りの住人が気付いて連絡してくれるの

ではないか  

住所管理・ 

転出入管理 

・地区班表に追加、連絡など ・パトロールが地区班ごとでなければ管理する必要なし   

はまっこ安全教室 ・校外委員が出席、手伝い ・学年でサポーター募集すれば問題なし   

※月年度初めに手紙 月初めに各担当学年にメール配信のみ（それにかわるもの）のみで、とりまとめが担当。 

地区ごとの防犯パトロールがなくなることで、校外委員で大きな作業であった地区班の管理・パトロール班分けがなくなる → 地域ごとの選出もなし 

 

 

学年学級委員→学習支援サポーターに合わせ、校外委員も校外サポーターとして名称変更 

校外サポーター選出 ・地区ごと 1～2 名  地区による人数差あり 

 立候補がなければ校外委員経験のない、上の学年できょうだい

児がいない人から抽選 

・6 月開催スク対協議会の準備ため 11 月から応募 

＜選出の場合＞ 

・スク対協議会が秋に開催なら準備に余裕がでるため 

委員選出 4月が可能 

・選出方法は検討中 10 名以上必要 

・地区ごとではなく学年で 2名以上？ 

＜登録制の場合＞ 

・登録がない場合機能停止？ 

・資源回収・110番のみは動かす→その都度作業できる 

人を募る？  

校外サポーターの選出・登録については、検討事項。 
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